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令　和　４　年　度

宮 代 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （第８号）
（　附　　予　算　説　明　書　）



－1－ 

令 和 ４ 年 度 宮 代 町 一 般 会 計 補 正 予 算（第８号） 

 

 

 

 令和４年度宮代町の一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１３４，４８８千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，０４３，５８９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更及び廃止は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

 

  令和５年 ２月１６日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井 康 之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





（単位：千円）

款 事　　業　　名 金　　　　　額

45,7038 土 木 費 1 道 路 橋 り ょ う 費 橋 り ょ う 整 備 事 業

第　 ２ 　表 　　　繰　越　明　許　費

項

6 農 林 水 産 業 費 1

4

8502 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 Ｏ Ａ 管 理 事 業

出 産 ・ 子 育 て 応 援
交 付 金 事 業

農業振興地域整備計画
管 理 事 業

衛 生 費 1

8 土 木 費 1 道 路 橋 り ょ う 費 9,700道 路 維 持 管 理 事 業

保 健 衛 生 費

343,144

26,500

4,662農 業 費

4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費
新型コロナウイルス
ワ ク チ ン 接 種 事 業

68,7138 土 木 費 1 道 路 橋 り ょ う 費 都市計画道路整備事業

‐4‐



- 5 - 

 

第 ３ 表   地 方 債 補 正 

１ 追 加                                    （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 小学校施設改修事業 1,900 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

年 5.0％以内 

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には
その債権者と協定するものによ
る。ただし、町財政の都合により据
置期間及び償還期間を短縮し、又
は繰上償還もしくは、低利に借換
えすることができる。 

 

２ 変 更                                    （単位：千円） 

起債の目的  

補  正  前 補  正  後 

限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

1 

道 路 舗

装 修 繕

事 業 

13,500 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 5.0％以
内 

政府資金に
ついては、そ
の融資条件
により、銀行
その他の場
合にはその
債権者と協
定するもの
による。ただ
し、町財政の
都合により
据置期間及
び償還期間
を短縮し、又
は繰上償還
もしくは、低
利に借換え
することが
できる。 

3,900 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 5.0％以
内 

政府資金に
ついては、そ
の融資条件
により、銀行
その他の場
合にはその
債権者と協
定するもの
による。ただ
し、町財政の
都合により
据置期間及
び償還期間
を短縮し、又
は繰上償還
もしくは、低
利に借換え
することが
できる。 

2 

都 市 計

画 道 路

整 備 事

業 

44,100 同 上 同 上 同 上 14,500 同 上 同 上 同 上 

3 

橋 り ょ

う 維 持

管 理 事

業 

14,100 同 上 同 上 同 上 8,500 同 上 同 上 同 上 

1 
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4 

橋 り ょ

う 整 備

事業 

30,700 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 5.0％ 

以内 

政府資金に
ついては、そ
の融資条件
により、銀行
その他の場
合にはその
債権者と協
定するもの
による。ただ
し、町財政の
都合により
据置期間及
び償還期間
を短縮し、又
は繰上償還
もしくは、低
利に借換え
することが
できる。 

41,100 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 5.0％ 

以内 

政府資金に
ついては、そ
の融資条件
により、銀行
その他の場
合にはその
債権者と協
定するもの
による。ただ
し、町財政の
都合により
据置期間及
び償還期間
を短縮し、又
は繰上償還
もしくは、低
利に借換え
することが
できる。 

5 

東 武 動

物 公 園

駅 東 口

整 備 事

業 

52,800 同 上 同 上 同 上 9,000 同 上 同 上 同 上 

6 

小 学 校

非 構 造

部 材 改

修事業 

16,100 同 上 同 上 同 上 19,100 同 上 同 上 同 上 

7 

中 学 校

非 構 造

部 材 改

修事業 

20,900 同 上 同 上 同 上 25,900 同 上 同 上 同 上 

 

３  廃 止                                   （単位：千円） 

起債の目的 限 度 額 備  考 

 

  学童保育施設整備事業 

 

69,000 財源更正に伴う廃止 1 

 



令　和　４　年　度

宮代町一般会計補正予算（第８号）に関する説明書 































前 々 年 度 末 前 年 度 末

現 在 高 現 在 高

１ 普　　　通　　　債 2,808,046 2,686,180

（１） 総 務 債 398,273 361,140

（２） 民 生 債 666,742 626,283

（３） 衛 生 債 381,701 344,836

（４） 土 木 債 998,660 975,479

（５） 消 防 債 94,634 89,733

（６） 教 育 債 268,036 288,709

２ そ　　　の　　　他 5,737,073 5,602,924

（１） 減 税 補 て ん 債 59,354 40,910

（２） 減 収 補 て ん 債 30,700 33,633

（３） 臨 時 財 政 対 策 債 5,647,019 5,528,381

合　　　　　　計 8,545,119 8,289,104

地 方 債 の 前 々 年 度 末 及 び

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の

区　　　　　　分

- 34 -



（単位：千円）

当　該　年　度　中　増　減　見　込　み
当 該 年 度 末

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 元 金
現 在 高 見 込 額

起 債 見 込 額 償 還 見 込 額

325,839 274,807 2,737,212

163,200 36,880 487,460

0 50,551 575,732

0 37,657 307,179

97,239 109,347 963,371

0 4,913 84,820

65,400 35,459 318,650

146,661 530,969 5,218,616

0 14,840 26,070

0 3,661 29,972

146,661 512,468 5,162,574

472,500 805,776 7,955,828

前 年 度 末 現 在 高 並 び に

見 込 み に 関 す る 調 書
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（　附　　予　算　説　明　書　）

令　和　４　年　度

宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）



－39－ 

令和４年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 

 令和４年度宮代町の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５，４３９千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，８６２，７４６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

  令和５年 ２月１６日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井 康 之 

 

 

 

 

 

 

 

 





令　和　４　年　度

宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に関する説明書 



















令　和　４　年　度

宮代町介護保険特別会計補正予算（第４号）

（　附　　予　算　説　明　書　）



－55－ 

令和４年 度 宮代 町 介護 保 険特 別 会計 補 正予 算（第４号） 

 

 

 

 令和４年度宮代町の介護保険特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，８４４千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，３２１，８０９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

  令和５年 ２月１６日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井 康 之 

 

 

 

 

 

 





令　和　４　年　度

宮代町介護保険特別会計補正予算（第４号）に関する説明書 













令　和　４　年　度

宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

（　附　　予　算　説　明　書　）



－67－ 

令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 

 令和４年度宮代町の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，６９４千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６２３，４６１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

  令和５年 ２月１６日提出 

 

                      宮 代 町 長  新 井 康 之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に関する説明書 

令　和　４　年　度










